
自然公園法施行規則（昭和32年厚生省令第41号）（抄） 

  

第３章 生態系維持回復事業 

 

 （国立公園における生態系維持回復事業の確認） 

第15条の４ 地方公共団体が、法第39条第２項の確認を受ける場合は、次の各号に該当

することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。 

 一 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適

合すること。 

 二 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。 

  イ 生態系の状況の把握及び監視 

  ロ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除 

  ハ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善 

  ニ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖 

  ホ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発 

  ヘ 前各号に掲げる事業に必要な調査等 

 

 （国立公園における生態系維持回復事業の認定） 

第15条の５ 国及び地方公共団体以外の者が、法第39条第３項の認定を受ける場合は、

次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。 

 一 その者が次のいずれにも該当しないこと。 

    イ 成年被後見人又は被保佐人 

  ロ この法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなつた日から起算して２年を経過しない者 

 二 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適

合すること。 

 三 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第２号イからヘまでのいずれかに該

当すること。 

 

 （生態系維持回復事業の確認又は認定の申請） 

第15条の６ 法第39条第４項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提

出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。 

２ 法第39条第４項第４号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を

行う期間とする。 

３ 法第39条第５項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする

 。 



 一 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺25000分の１以上の地形図 

  二 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書 

４ 前項の書類の添付については、第１項の規定の例による。 

 

 （変更の確認又は認定を要しない軽微な変更）  

第15条の７ 法第39条第６項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条

第４項第１号に掲げる事項に係る変更とする。  

 

 （生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請）  

第15条の８ 法第39条第６項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、

次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 

一 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 変更の内容 

三 変更を必要とする理由 

 

 （国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定） 

第15条の９ 第15条の４から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業

の確認及び認定について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」

とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第15条の

４中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「法第39条第

２項」とあるのは「法第41条第２項」と、第15条の５中「法第39条第３項」とあるの

は「法第41条第３項」と読み替えるものとする。 

 


